
Ⅰ．はじめに

近年の地方分権改革により地域のことは地方公共
団体が主体的に知恵と工夫を重ね実施しなければな
らなくなった。しかし，一方で，地方財政はあいか
わらず国からの交付金や補助金が大きなウェイトを
占めている現状である。このような状況の下，これ
からの地方行政は選択と集中と言われるように限ら
れた財源の中でどの事業に財源を充てるかをそれぞ
れの地方公共団体が地域の特色を生かしながら取捨
選択するようになる。その選択のためには，事業の
正確な状況把握と合理的な見通しが重要である。
総務省では，地方公共団体の自由度の拡大による
地方分権改革に沿った見直しとして，地方公営企業
（以下，公営企業という。）の運営状況の的確な把
握による抜本的改革，民間企業との容易な比較可能
性，企業会計制度との整合性を図るために，地方公
営企業会計制度の改正を行った。改正にあたって
は，上記のような背景を踏まえ公営企業の特性等を

適切に反映させつつ，企業会計原則の考え方に近づ
けることと，地方分権改革に沿ったものとすること
を基本的方針としている。この改正は，1966（昭和
41）年に行われて以降，約半世紀ぶりのかなり大き
な見直し内容である。そして，新会計基準の適用は
2014（平成26）年度の予算・決算から義務付けられ
た。
本稿では，今回の地方公営企業会計制度の改正の
うち，地方公共団体に属するすべての人が各自で公
営企業の正確な経営状況の判断を行うための新たな
材料となるセグメント情報の公開について考察す
る。

Ⅱ．地方公共団体と地方公営企業

地方公共団体の行う活動には，法令の執行や公権
力の行使に係る事務と住民サービスの提供に係る非
権力的な事務がある。明治以降，戦後改革以前の府
県制，市制，町村制の下においては府県市町村の固
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有の権限に属する事務は，専ら非権力的な住民サー
ビスの提供に係る事務に限られていた。しかし，新
憲法下の地方自治制度に基づく地方公共団体は地域
における統治団体として公権力の行使に係る事務も
自らの事務として行うようになった。この結果，住
民の福祉の増進という目的の下，地方公共団体は水
道事業，交通事業など多くの事業を営むことにな
り，これを統一的に規定する地方公営企業法が制定
された。
地方公共団体が公営企業の運営における基本原則
は，「常に企業の経済性を発揮するとともに，その
本来の目的である公共の福祉を増進するように運営
されなければならない」（地方公営企業法第3条）
と規定されている。公営企業は地方公共団体によっ
て運営されるものである以上，地方公共団体の存立
目的からして，また，公営企業設置の趣旨からし
て，公共の福祉を増進する見地に立って運営されな
ければならないことは当然である。そして，『地方
自治法』において，「地方公共団体は，その事務を
処理するに当つては，住民の福祉の増進に努めると
ともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにし
なければならない」（地方自治法第2条の第14項）
と規定している。
すなわち，公営企業は，一般的な効率性の発揮に
とどまることなく，企業一般に通ずる経営原則とし
ての徹底した効率性と合理性の発揮を求められる。
しかも，公営企業は，企業としての経済性の追求と
公共目的の追求の両者の均衡の上に運営されるもの
であり，この点に関連して，1965（昭和40）年の地
方公営企業制度調査会の答申は下記のように述べて
いる1）。

従来，地方公営企業は，その公共性の名のも
とに合理的・能率的な経営がおざなりにされ，
それが地方公営企業の経営悪化に拍車をかける
結果となったことは否めない。地方公営企業の
場合には利潤の追求が目的ではないために，ま
た，地方公共団体が経営しているため倒産の心
配がないということのために，ともすれば経営
の合理化・能率化の努力が怠られがちである。

しかし，その目的の公共性のゆえに地方公営企
業の合理的・能率的運営が阻害されるというこ
とは全く筋違いであって，合理的・能率的運営
により最小の経費で最大の効果をあげることこ
そ公共性の確保につながるものである。

公営企業の運営の基本原則となる公共性と経済性
との関係は，一見，矛盾する関係にあるように捉え
られるが，両者を相反するものと考えることは正し
くない。なぜなら，公営企業が合理的かつ効率的な
経営によって高度な経済性を発揮することは，最少
の費用で最大の効用を住民に提供できるからであ
る。

Ⅲ．地方公営企業会計

1 地方公営企業と私企業

公営企業と私企業が活動を行う環境は，多くの点
で類似している。いずれも外部の源泉から資源を獲
得し，財貨または用役を生産および分配し，資源を
提供する人々に説明する義務を負っている。
公営企業と私企業との相違は，主として資源を獲
得する方法から生じている。いずれも市場での交換
取引によって資源を獲得する。双方とも労働，原材
料，設備，その利用をそれらに対する支払を行うこ
とで獲得する。提供する財貨または用役に対して価
格または料金を課すことで資源を獲得する。けれど
も，市場に係わる程度に差がある。公営企業では原
価に等しい価格で財貨または用役を提供する。もし
くは，原価を下回る価格で財貨または用役を提供す
る。すなわち，公営企業にとって財貨または用役を
販売することは資金を調達する重要な源泉である
が，販売だけですべての原価を賄うことおよび利益
の獲得を期待してこなかった。また，その必要もな
かった。なぜなら，公営企業は相当額をその他の資
金調達の源泉に依存しているからである。
一方，私企業は，資源提供に対して貨幣的な利益
を期待する出資者その他の人々を含んだすべての資
源提供者に返済または補償することができる価格で
財貨または用役を販売する。つまり，財貨または用
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役の販売は，私企業にとっては重要な資源の源泉で
あるだけでなく，他の源泉から資源を獲得するため
の基礎となる。

2 地方公営企業の財務報告

上述のように，企業活動を行う環境は多くの点で
類似している公営企業と私企業であるが，公営企業
が公行政の一部であることから，地方自治法を頂点
とした地方自治法制の下にあること，その結果，あ
る程度の採算を度外視して地域住民の期待や要望に
応えていくこと，信用の基礎が地方公共団体そのも
のにあることなど，民間企業と本質的に大きく異な
る性格を持つ。
よって，地方公営企業会計の目的は，「適正で持
続的な公的サービスの提供とそのための必要な財務
構造がいかにあるべきか」2）ということである。そ
のため，企業会計のように期間損益計算に必要な取
得原価に固執するということにならない。
公営企業の会計報告に求められる情報は，財務状
態とその変化，長期的観点からの資金収支状況とい
った多岐におよぶことになる。どのような経済主体
であっても，そこで行われる会計の役割は，「財務
諸表の利用者に対して，彼らの意思決定の助けにな
るような情報を提供すること」3）である。
財務報告は，獲得利益およびその内訳要素の測定
によって提供される企業業績に関する情報にその主
たる焦点を合わせている。それ自体が究極的目的で
はなく，一会計期間におけるどのような経営状態か
ということは，経営者と利害関係者双方に共通する
関心であり，両者に共通する目標を達成させるうえ
でも有用なものである。そして，企業の経営者が利
害関係者に対して，当該企業に委託された資源の利
用についてその受託責任をどのように遂行したのか
についての情報を提供する。企業の経営者は，企業
資源の管理および保全のためのみならず，その効率
的かつ有効的な利用のために定期的に出資者に対し
て説明する義務を負う。
そこで，財務諸表に取り入れられるべき情報は，
貨幣単位で数量化されるものでなければならない。
他の情報は財務諸表において，またはその他の手段

によって開示されうるが，貨幣単位以外であらわさ
れる数量情報および活動の記述または方針の説明の
ように数量化されていない情報で報告されるもの
は，通常，財務諸表に関連するかまたはその基礎を
成すものである。貨幣単位で表現できない情報は，
貨幣単位で表された情報の重要性を理解するために
必要とされたり，または，公営企業の業績評価に役
立てるために必要とされる。

3 新地方公営企業会計基準

1）財務情報
公営企業の会計報告に求められる情報は，公営企
業の財務状態とその変化，長期的観点からの資金収
支状況といった多岐におよぶことになる。また，単
に損益把握などという観点から離れた企業活動の
サービス・コスト，効率性および有効性が中心課題
となる。
財務情報は，経営および経済活動を正しく理解
し，また，適度の注意を払ってその情報を利用する
者にとって理解できるものでなければならない。会
計資料に基づき評価する意思決定は，諸資産の構成
についてすでに行われた意思決定である。言い換え
ると，過去の意思決定を評価し，またそのような意
思決定を行うために用いられた諸方法を評価するた
めに財務情報の提供が役立つ。
企業会計が生み出す情報の利用は，その企業の内
部における利用とその企業の外部における利用の二
つに分けられる。企業内部の利用とは，企業自らが
自己に関する会計情報を経営や管理のために利用す
ることを意味する。ここでの会計情報の関係者は，
企業の経営者や管理担当者である。一方，企業外部
の利用とは，上記以外の様々な目的で利用されるこ
とを意味する。
財務情報の関係者は，住民，出資者，債権者，取
引先，投資家，消費者，地方公共団体，など広範囲
の人々である。このように企業会計が生み出す財務
情報は，企業を取り巻く様々な人々によって色々な
目的で利用される。
2）地方公営企業会計制度の見直し
公営企業の更なる経済性の発揮のため，その経営
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情報の把握に当たっては，「会計理論の進展も踏ま
え，より一般的確立された手法を用いることによ
り，民間企業比較，地方公共団体間比較等を効果的
に行いつつ，その経済性の検証が適切に行われるこ
と」4）が求められた。
地方公営企業会計制度の大幅な改正が約46年ぶり
に行われた。2011（平成23）から2012（平成24）年
にかけて総務省による説明会も開催され，その内容
が詳しく明らかにされた5）。この改正は，2009（平
成21）年12月の総務省による研究会の報告書6）が提
出されたことを受けて実施されたのである。これま
で長きに亘り検討されてきた内容を受けつつ，企業
会計の動向を踏まえかなり大幅な改正が行われた
（表1）。その内容は，「昨今の自治体会計（いわゆ
る公会計）への企業会計導入とはまた異なる情報開
示」7）の方向である。これまで，地方公共団体が運
営する事業という点から，会計基準や会計制度に特
殊性が見られた。これからは，できるだけ事業実態
を透明性をもった会計情報として見せるという方針
転換を図っている。
その一環として，住民は，企業の経営者と同じセ
グメント情報を利用することで，経営戦略を知り，
その結果としての事業を評価することになる。要す
るに，財務諸表利用者にとってセグメント情報の導

入は，一層の情報開示の充実を期待できる。
このような経営戦略を示すセグメントの区分は，
企業の内部組織構造と密接に関連している。これ
は，マネジメント・アプローチと呼ばれる。マネジ
メント・アプローチによるセグメント情報は，企業
にとって内部構造組織に基づくので費用・手間がか
からず便利な方法である。そのため，セグメント情
報の開示制度の普及には貢献できる。しかし，セグ
メント情報の利用という点からは，経営者の恣意性
が混入するので企業間比較，同一企業の年度間比較
にむかない。
経営戦略は，企業環境の変化に迅速に対応するこ
とが必要である。したがって，企業環境の諸条件（人
口，予算，行政区域）の変化は益々激化する。その
ため，これらに対応する経営戦略の具体化としての
企業内部の組織的構造に基づくセグメント区分は，
その都度変更されることになる。したがって，「セ
グメント情報の実質的な企業間比較のためには，相
当高度の専門的能力が必要」8）である。
3）セグメント情報
近年の企業活動は，多角化・国際化し拡大してい
る。そこで，企業活動の経済実態に合わせるように
するためには，個別の財務諸表ではなく連結財務諸
表で企業を総体として捉える。しかし，多岐にわた

財 務 諸 表 趣 旨 見 直 し 項 目

① 貸借対照表 財産状態の適切な反映

ⅰ 借入資本金制度の廃止
ⅱ みなし償却制度の廃止
ⅲ たな卸資産の低価法義務付け
ⅳ 減損会計の導入
ⅴ リース会計の導入

② 損益計算書 経営成績（期間損益計算）
の適切な反映

ⅵ 引当金の義務付け
ⅶ 繰延資産の廃止

③ キャッシュ・
フロー計算書 資金の流れの把握 ⅷ キャッシュ・フロー計算書の導入

④ 共通事項 ⅸ セグメント情報の導入
ⅹ 勘定科目等の見直し

表1 地方公営企業会計制度の改正点

（出典）
北海道北広島市「地方公営企業会計制度改正概要について」。
http : //www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00008300/00008368/20130313183844．pdf

（最終閲覧日2015年3月30日）
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る事業，市場で営業活動を行う企業のリスクと収益
性，成長性は統合された連結情報のみでは評価でき
ない。財務諸表の利用者である利害関係者（投資家，
債権者）が適切な評価を行うためには，集約された
情報とともに全体像を構成している要素別に分割さ
れた情報も有用である。この財務諸表の補足情報と
して構成要素別に分別された情報が，セグメント情
報である。
我が国でも1990（平成2）年から連結財務諸表の
注記情報としてセグメント情報の開示が制度化さ
れ，1993（平成5）年には添付書類から注記事項に
なり監査対象に含まれた。開示内容も1995（平成7）
年には所在地別の営業損益，1996（平成8）年には，
事業の種類別資産・減価償却費・資本的支出，およ
び所在地別の資産額の開示が義務付けられた。しか
も，1998（平成10）年3月期から全面適用されるこ
とにより，国際的調和は達成された。その後，2008
（平成20）3月に企業会計基準第17号「セグメント
情報等の開示に関する会計基準」が公表された。こ
うして，我が国においても国際会計基準と同様マネ
ジメント・アプローチによるセグメント情報が開示
されている。
我が国の企業会計は，企業活動の個別から集団と
して行われるようになり，経営者，投資者にとって
集団としての企業実態を知ることが重要になった。
企業の多角化，国際化によって生じる企業集団の各
構成として，成長性，収益性，リスクにおいて相違
し，企業実態に与える影響が複雑となり，経営者の
意思決定において重要な問題である。すなわち，変
化の激しい現代において，経営は重要な経営戦略の
問題となる。「セグメント情報は，会計情報の総合
を行う連結会計とは逆の方法に，会計情報の分解を
行うものであり，連結会計と表裏一体をなし，連結
会計を補足する情報」9）である。また，セグメント
情報は，様々な企業集団における経営戦略に対して
経営者が選択した実態を表示することを目的として
いる。
セグメント情報の目的は，財務情報の利用者が企
業の個々の事業実態と，将来展望に関する予測につ
いての正確な判断を行うために事業の種類別，所在

地別，利益貢献度，成長傾向を示す。
これらの情報は，事業区分，市場によって異なる
利益性の度合い，成長性の度合い，危険性の程度を
分析することに役立つ。利用者は1つの特定産業と
しては識別できない企業の情報を活動内容別に分割
し，評価した情報の再統合によって総体として見た
企業の収益性・将来性の判断を的確に行うことが可
能である。
このような目的で利用されるセグメント情報は，
どのように分割されたのかというセグメンテーショ
ン（segmentation）の方法が，開示されるセグメン
ト数，範囲，内容を決定するので，報告されるセグ
メントの設定により，適切な評価，理解を得られる
か否かが決まる。そのため，セグメンテーションは
セグメント情報の有用性を高めるために最も重要な
点である。

Ⅳ．おわりに

地方公営企業会計は，企業性を発揮する環境の整
備に留意しつつも，公営企業独自の仕組みを採って
いた。しかし，企業会計基準が国際会計基準への収
斂をみせている結果，地方公営企業会計と企業会計
との制度上の違いが大きく広がりを見せてきたこと
から，相互の比較分析を容易にするためにも企業会
計制度との整合を図るために地方公営企業会計制度
の改正が行われた。
2012（平成24）年5月に総務省より『地方公営企
業会計制度の見直しについて』10）が公表され説明会
が開かれた。そこでの，「最終的な説明会資料で説
明されている『見直しの背景』は，このような大き
な制度の見直し理由としてはやや具体性が欠け，あ
る意味形式的なもの」11）となっている。
財務情報による意思決定は，経営者が一人でおこ
なうためのものではない。地方公共団体において
は，地域住民の意思決定に資するものである。その
点では，官庁会計による財務情報では公営企業の経
営を網羅的に読み取ることは難しい。そこで，新会
計基準の導入によって企業の経営実態に透明性が出
てくる効果もある。しかも，経営上の課題を把握し
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やすく今後の経営の在り方を検討できるので改善の
絶好の機会となる。しかし，「単に会計システムを
変更すれば済むものではなく，各地方団体で多くの
調整・判断と付随する業務が発生」12）する。
新しい会計基準は，情報提供機能の向上を目的と
した会計基準の設定と，国際的収斂を背景に利用者
の情報要求を満たすために企業の状況を適切に反映
した情報開示が行えるようにセグメント情報の開示
を求めている。セグメント情報の開示にあたり，報
告セグメントの区分は各地方公営企業において判断
し13），セグメント情報は，報告セグメントの概要，
営業収益，営業費用，営業損益，経常損益，資産，
負債，その他の項目の金額である14）。また，新会計
基準を適用することで，企業の運営実態は全く変化
していなくても，財務上相当程度の悪化を見るおそ
れがある。しかし，会計基準の改正は，「各公営企
業の財政状況が悪くなる」15）ことを狙っていない。
規模の大小はあれ，公営企業は企業として存在す
る。当然，企業としての経営を行い，企業並みの財
務情報が得られる。その一つとしてのセグメント情
報の開示は，財務諸表利用者が企業の過去の業績を
理解し，企業の行う様々な事業活動の内容および経
営環境に関して適切な情報を提供することを基本原
則としている。各公営企業は，住民・議会の正しい
理解を得るべく，わかりやすい説明の必要がある。
そのため，利用者により有用な情報を提供できると
してマネジメント・アプローチを採った。しかし，
マネジメント・アプローチによるセグメント情報
は，企業内部の情報に基づく情報であるため，経営
者の恣意性が混入しやすい。企業間の比較や同一企
業の年度間の比較が困難であるという比較可能性の
問題や，企業側における組織形態によって実務的な
負担の増大を招くことになる。
また，地方公営企業会計は，住民，議会への説明
等を勘案すると，安定的であることが望まれる。そ
のため，公営企業の特性を踏まえた上で，国際会計
基準への収斂等についてはなお一層の検討を要する
ものと考えられる。

（註）
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抄 録

近年，地方公共団体は，財政運営が難しくなっている。限られた財源の中でどの事業に財源を充
てるかを選択するためには，正確な事業状況の把握と合理的な見通しが重要である。
そうした中で，総務省は，地方公営企業会計制度の改正を行った。この改正は，地方公営企業の
特性等を適切に反映させつつ事業実態の透明性と，企業会計原則の考え方に近づけるためである。
本稿では，地方公営企業に求められる新会計基準のうち，地方公共団体に属するすべての人が経
営判断を行うための評価材料となるセグメント情報の公開について考察する。
キーワード：地方公営企業，財務情報，セグメント情報，事業の透明性，地方分権改革

川村 基・本田利広

― ７８ ―



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AndaleMono
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /BLSGaijiST-Ftg
    /BLSGaijiST-Ftm
    /BLSGaijiST-Gth
    /BLSGaijiST-Jnb
    /BLSGaijiST-Jnl
    /BLSGaijiST-Jnm
    /BLSGaijiST-Mgb
    /BLSGaijiST-Mgh
    /BLSGaijiST-Mgm
    /BLSGaijiST-Mgu
    /BLSGaijiST-Mmm
    /BLSGaijiST-Rmb
    /BLSGaijiST-Rmh
    /BLSGaijiST-Rml
    /BLSGaijiST-Rmm
    /BLSGaijiST-Rmr
    /BLSGaijiST-Rmu
    /BLSGaijiST-Sgb
    /BLSGaijiST-Sgl
    /BLSGaijiST-Sgm
    /BLSGaijiST-Sgr
    /BLSGaijiST-Sgu
    /BLSGaijiST-Ssk
    /CapitalsRegular
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Charcoal
    /Chicago
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DFPGiHiCID-W7
    /DFPGothicCID-UB
    /DFPGyoShoCID-Lt
    /DFPKaiShoCID-Md
    /DFPKaiShoCID-UB
    /DFPKanTeiRyuCID-XB
    /DFPKoInCID-W4
    /DFPLeiGaSoCID-W9
    /DFPLeiShoCID-SB
    /DFPMaruMojiCID-SL
    /DFPMaruMojiCID-W9
    /DFPPOP1CID-SB
    /DFPPOP1CID-W12
    /DFPPOP1CID-W3
    /DFPPOP1CID-W9
    /DFPRuLeiCID-W7
    /DFPSNGyoShoCID-W5
    /DFPSoGeiCID-W5
    /DFPSoGeiCID-W7
    /DFPSoGeiCID-W9
    /DFPSumoCID-W12
    /DFPTFLeiShoCID-W5
    /EDIGJ-IWAGO2
    /EDIGJ-IWAMIN2
    /EdwardianScriptITC
    /FutoGoB101-Bold
    /FutoMinA101-Bold
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /Futura-Light
    /GadgetRegular
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GothicBBB-Medium
    /GthfrAlpha
    /GthHround
    /GthinAlpha
    /GthinHround
    /HeiseiKakuGothic-W5
    /HeiseiMincho-W3
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /Jun101-Light
    /Jun34-Medium
    /Jun501-Bold
    /KyokaICA-regular
    /LucidaHandwriting-Italic
    /MinIWA-Th-V3
    /Monaco
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /NewYork
    /Osaka
    /Osaka-Mono
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Ryumin-Bold
    /Ryumin-heavy
    /Ryumin-Light
    /Ryumin-Medium
    /Ryumin-Ultra
    /SandRegular
    /ShinGo-Bold
    /ShinGo-Light
    /ShinGo-Medium
    /ShinGo-regular
    /ShinGo-Ultra
    /ShinseiKai-CBSK1
    /Skia-Regular
    /SMI-GAIJI-PLUS
    /SMI-KAZARI
    /Symbol
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechnoRegular
    /TextileRegular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
    /Wingdings
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B002700570065006200287528000067D89A3B75EA8C5F000F900E6642308A302900270020006B30FA5765304F305D0020005B004351683059308B30BB30C330C83020003A00570045004200287528000067D89A3B75EA8C29005D002000>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [603.780 858.898]
>> setpagedevice


